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はじめに 

 

 

□ 本報告書の趣旨 

 

宮城県では，平成１３年８月に「宮城県男女共同参画推進条例」が施行され，平成１５年

３月，条例に基づく宮城県男女共同参画基本計画（計画期間:平成 15 年度～平成 22 年度）

を，平成２３年３月に同基本計画（第 2 次）（計画期間:平成 23 年度～平成 28 年度），平

成２９年３月に同基本計画（第３次）（計画期間:平成 29 年度～令和 2 年度）を策定しまし

た。 

本年次報告は，宮城県男女共同参画推進条例第１６条に基づき，また，男女共同参画基本

計画の進行管理を行うため，本県の男女共同参画の推進状況及び男女共同参画の推進に関す

る施策の実施状況を年次ごとにとりまとめ公表するものであり，今回が１８回目となります。 

多くの県民の皆様に本県の男女共同参画の現状と施策について理解と認識を深めていた

だき，本県において男女共同参画社会が着実に実現していくことを期待するものです。 

 

□ 構 成 

〔 年 次 報 告 〕 

○ 第１部 令和元年度の宮城県の男女共同参画の現状と施策，今後の展望 

令和元年度の宮城県の男女共同参画の現状と施策について総括し，今後の課題に言

及しています。 

 

○ 第２部 宮城県における男女共同参画の現状 

男女共同参画の推進状況を明らかにするために，基本計画にある「社会全体」，「家庭」，

「学校教育」，「職場」，「農林水産業・商工自営業」，「地域」，「東日本大震災からの復興・

防災」の７つの分野に沿って，各種データにより，本県の男女共同参画の現状と地域社

会の変化を明らかにしています。 

 

○ 第３部 宮城県における男女共同参画の施策 

男女共同参画施策の実施状況について，基本計画の７つの分野の施策の項目に沿って

明らかにしています。 

 

○ 第４部 市町村における男女共同参画の取組状況 

市町村における男女共同参画の取組状況をまとめています。 
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第１部 令和元年度の宮城県の男女共同参画の現状と 

施策，今後の展望 

  





－1－ 

総括 
平成１３年の宮城県男女共同参画推進条例の施行から１９年が，また平成１５年の宮城県男女共同

参画基本計画の策定から１７年が経過しました。 

この間，男女が共にその個性と能力を十分に発揮し，県民一人ひとりがいきいきと暮らすことので

きる男女共同参画社会づくりへの取組は少しずつ広がりを見せています。しかしながら，その取組は

県内全域には浸透しておらず，また，東北の他県や全国と比べても必ずしも十分とはいえない状況に

あり，男女共同参画社会の実現に向けて解決すべき課題が数多くある状況です。 

このような中，平成２３年３月に男女共同参画基本計画（第２次）を，平成２９年 3 月には社会

情勢の変化やこれまでの取組を踏まえ第３次計画を策定しました。 

男女共同参画の実現のためには，組織のみならず業務を担当する職員それぞれが男女共同参画の視

点を踏まえ，問題意識を持ちながら対応していくことが重要です。取組に当たっては，県のみならず

県民，事業者，市町村など様々な主体と連携し，協働を一層進めていくことが求められます。 

以下において男女共同参画基本計画（第３次）の計画期間３年目となった令和元年度の男女共同参

画の現状と施策を総括し，今後の課題を展望しました。 

 

１ 社会全体における男女共同参画の実現 

審議会等への女性委員の登用については，令和２年度末までに県４５％，市町村３０％とする基

本計画の目標達成に向けた取組により，令和２年４月１日現在で県３８．８％，市町村２８．５％

となりました。平成２６年度以降，県は３０％台後半，市町村は２０％台後半で推移し，上昇傾向

にあります。しかし，高度な専門性を求められる審議会もあり，分野によっては女性の適任者がき

わめて少ない現状もあるため，今後も女性委員登用について，関係団体への更なる協力を求めてい

くとともに，市町村等にも周知を図り，取組を一層強化していく必要があります。 

県の管理職に占める女性職員の割合については，知事部局では７．１％，教職員（小・中・高・

特別支援学校の計で，仙台市立学校を除く。）では１８．５％と依然として低い状況にあります。

平成２８年３月に策定した宮城県特定事業主行動計画等に基づき，今後とも職員の意欲と能力の把

握に努め，職務経験の付与や能力を向上・発揮させる機会の確保に男女の隔たりがないように配慮

して女性職員の登用に努めていきます。 

また，男女を問わず，あらゆる県民が男女共同参画を自分たちの問題として意識するよう，県や

市町村では，意識啓発のための講演会やイベント等を開催しています。令和元年度は，平成３０年

に開催したフォーラム「WIT2018 宮城」を契機として，継承事業と位置付けたシンポジウムを

開催し，女性活躍の推進には欠かせない「男性の視点」をテーマとした講演により，広く県民への

理解の浸透を図りました。更に，市町村との共催事業として，「イクボスシンポジウム in 黒川郡」

の開催や，「市町村男女共同参画パネルキャラバン」を新たに実施し，講演会やイベント等を開催

した市町村の割合は，７７．１％となり前年度より大幅に上昇しました。今後も県内全ての市町村

での実施に向け，連携の仕方を工夫しながら啓発活動を更に進めていくことが重要です。 

女性に対する暴力については，ＤＶ被害に関する講座を開催したほか，圏域ごとの連携組織の構

築，女性相談センターや警察署等との被害相談体制の連携及び相談体制の確立に努めました。県民

に対する意識啓発に加え，相談内容が複雑化している状況を踏まえ，引き続き関係機関との連携強

化を図り，被害者の立場に立った施策を展開していく必要があります。 



－2－ 

近年，LGBT 等性的マイノリティへの理解・配慮については，情報の増加等により，県民の理

解は少しずつ浸透してきました。県では LGBT 相談の体制を確立し，適切な助言等を行っていま

すが，正しい理解についてはまだ一般的ではありません。LGBT 等性的マイノリティについての

正しい理解・配慮について，啓発活動を広く進めていくことが必要です。 

 

２ 家庭における男女共同参画の実現 

男女が協力しながら家庭生活の責任を担うという意識の醸成のために，特に男性の家事，育児，

介護・看護への参加を促すための啓発事業を行っていますが，依然として家事等に関わる生活時間

は男女間に開きがあり，女性が大半を担っています。平成２７年度に行った「女性の活躍促進に向

けた企業等実態調査」でも，その傾向が見られました。啓発事業に男性を含めた多くの人たちが参

加できる工夫を引き続き行っていく必要があります。 

安心して子どもを生み育てられるように，子育ての孤立感や不安の解消，多様で質の高い保育サ

ービスの整備・充実を図るため，各種の事業を実施していますが，家族形態やライフスタイルの多

様化，社会経済情勢の変化に伴い，サービスに対するニーズが増加・多様化しています。このため，

県や市町村がニーズを把握し，市町村のほか民間組織等とも連携しながら，多様で質の高い施策を

総合的に実施する必要があることから，さまざまな支援対策の推進を図っていきます。 

また，生涯を通じた心と体の健康づくりを行うため，引き続き関係機関との連携を強化し，健康

の保持・増進を図っていくことが重要です。 

 

３ 学校教育における男女共同参画の実現 

学校教育を担う教員の管理職に占める女性の割合は，着実に増加しておりますが，引き続き平成

２８年３月に策定した特定事業主行動計画に基づき，女性の登用を着実に進める必要があります。 

また，生徒一人ひとりが性別に関わりなく，主体的に進路を選択する能力を身に付け，幅広い分

野に進むことができるよう，教職員が男女平等の視点に立った指導を行うことが重要であり，その

ための指導資料や研修の充実を図っていきます。 

さらに，生徒や教職員等を対象とした健康教育に関する研修会の開催，専門医等の派遣などを実

施していますが，引き続き関係機関との連携を強化し，健康教育の推進を図っていきます。 

 

４ 職場における男女共同参画の実現 

男女雇用機会均等法の周知など，職場での男女の均等な機会と待遇の確保に加え，「女性のチカ

ラを活かす企業認証制度」により，令和２年３月３１日現在で３０８社（うちゴールド企業２７社）

を認証し，その中から知事表彰を行うなど，女性の積極的登用や仕事と生活の調和（ワーク・ライ

フ・バランス）を推進する企業の支援を行いました。 

しかしながら，性別や就業形態による機会や待遇の格差など，職場において解決すべき課題は少

なくなく，今後とも，様々な機会を捉えて，企業への働きかけを行っていく必要があります。 

子どもを持つ男女や子どもを持ちたい男女が，仕事と生活の両立を図りながら安心して子どもを

生み育てられるよう，保育所やファミリー・サポート・センターの増設，延長保育などの保育サー

ビスの充実に努め，県内における待機児童数は５８３人（平成３１年４月１日現在。前年同期３０

人減。）に減少しています。待機児童の解消に向け，更に市町村，企業等との連携を図りながら，
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子育て家庭への支援を充実させていく必要があります。 

育児休業取得率は，令和元年度労働実態調査によると男性５．０％（令和元年度１．９％），女

性７７．３％（同８８．５％）と依然として男女間に開きがあります。仕事と家庭生活の調和を図

るためには企業の取組が不可欠であり，制度を利用しやすい職場環境づくり，男性を含めた育児休

業の取得促進，多様な就業形態の導入などの取組を一層促進していく必要があります。 

 

５ 農林水産業・商工自営業における男女共同参画の実現 

生産現場や経営活動等における方針決定の場に，積極的に女性の意見を反映させていくための研

修や啓発事業に取り組んでいますが，依然として農協役員，漁協役員などでは女性の登用が少ない

状況にあります。様々な研修の場等において，更なる意識啓発を行っていくことが必要です。 

女性は農林水産業の重要な担い手ですが，その役割について十分に認識・評価されていない状況

もあることから，経営指導や各種研修会において家族経営のルール作りについて啓発活動を継続し

てきた結果，家族経営協定を締結した農家数は３年連続で目標値を超えました。 

また，起業を目指す人や女性起業家・経営者に対する情報の提供，相談や経営指導，研修会の開

催などを引き続き実施していくことが重要です。 

 

６ 地域における男女共同参画の実現 

令和２年４月１日現在，男女共同参画に関する条例を制定している市町村は１０市２町で昨年度

と同様の状況です。男女共同参画に関する基本計画を策定している市町村は１町増加し，１４市９

町となりました。 

県民一人ひとりに男女共同参画が浸透するためには，市町村における取組が不可欠であるととも

に，県民自身もその取組を注視し，参画していくことが必要です。県では市町村と連携して事業を

実施するなど，市町村における積極的な取組をさらに促進していきます。 

地域におけるボランティア活動やＮＰＯ活動は広がりをみせていますが，引き続き男性も含めた

地域住民の積極的な参画を促すことが重要です。 

男女共同参画社会の実現には，国籍，民族等の違いにかかわらず，県民の人権の尊重及び社会参

画が図られる地域社会の形成が重要であり，多文化共生社会の形成のための施策を推進していくこ

ととしています。 

 

７ 東日本大震災からの復興・防災における男女共同参画の実現 

令和２年４月１日現在，男女共同参画の視点に配慮した市町村避難所運営マニュアルについては

２６市町が策定しており，割合は７４．３％となっています。宮城県防災会議の女性登用率は，令

和２年４月で１５．８％，市町村防災会議の女性登用率は８．１％となっており，防災会議で女性

を登用している市町村数は３０市町（８５．７％）となりました。 

県民一人ひとりが復興の主体として参加するとともに，災害に強く，より豊かな「先進的な地域

づくり」を進めるためには，男女共同参画の視点と女性の参画を促すことが重要です。 
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宮城県男女共同参画基本計画（第３次）について 

 

計 画 策 定 の 趣 旨 

宮城県では，平成１３年８月に施行された宮城県男女共同参画推進条例に基づき，平成 

１５年３月に「宮城県男女共同参画基本計画」を，平成２３年 3 月に「宮城県男女共同参

画基本計画（第２次）」を策定し，男女共同参画の推進に関する施策を推進してきました。 

男女共同参画社会の実現に向けては，なお解決すべき課題が数多くあることから，平成 

２９年 3 月に「宮城県男女共同参画基本計画（第３次）」を策定し，引き続き男女共同参画

社会の実現の取組を総合的かつ計画的に推進していきます。 

 

計 画 期 間 

平成２９年（２０１７年）度から令和２年（２０２０年）度までの４年間です。 

 

計 画 へ の 取 組  

「男女共同参画」とは「男女が，社会の対等な構成員として，自らの意思によって社会の

あらゆる分野における活動に参画する機会が確保され，もって男女が均等に政治的，経済的，

社会的及び文化的利益を享受でき，かつ，共に責任を担うべきことをいう。」（条例第２条）

と規定されています。 

男女共同参画社会の実現には，性別による固定的な役割分担意識や考え方及び社会的慣習

に縛られることなく，男女が個人として尊重され，対等な構成員として，共に自立し，家庭

や職場や地域等あらゆる分野において共に責任を分かち合う社会を築くことが必要です。 

 

計 画 の 推 進 

社会のあらゆる分野において，男女共同参画を推進していくために，男女共同参画の視点

に配慮し，県のすべての行政を推進します。 

また，市町村，県民，事業者及びＮＰＯ等各種団体の理解と協力を得るとともに，家庭，

職場，地域等で自主的な活動と積極的な参加を働きかけます。 

 

計 画 の 構 成 

計画は施策への理解を分かりやすくするために，社会全体，家庭，学校教育，職場，農林

水産業・商工自営業，地域の分野に分けました。また，平成２３年３月に発生した東日本大

震災に伴う影響と県の現状，復興に向けた各種取組についても記載しています。 

男女共同参画に関する施策は分野ごとにそれぞれ単独で完結するものではなく，相互に関

連し合い，男女共同参画社会の実現に寄与するものです。 
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計 画 の 体 系 
 

基本目標 

 施策の方向 

１ 社会全体における男女共同参画の実現-政策決定への女性の参画拡大- 

 （１） 政策・方針決定過程への女性の参画の促進 

（２） 男女共同参画に関する普及啓発活動の充実 

（３） 男性及び若い世代に向けた普及啓発 

（４） 女性に対する暴力の根絶 

（５） 調査・研究及び情報の収集・提供の充実 

（６） 相談体制の整備・強化 

２ 家庭における男女共同参画の実現-ワーク・ライフ・バランスの推進- 

 （１） 共に築く家庭生活への支援 

（２） 育児及び介護に関する社会的支援の充実 

（３） ＤＶ（配偶者等からの暴力）の根絶 

（４） 生涯を通じた心と体の健康づくりへの支援 

３ 学校教育における男女共同参画の実現-共生と自立の心の育成- 

 （１） 男女共同参画に関する理解の促進 

（２） キャリア形成を支援する情報提供・意識の啓発 

（３） 健康のための教育の推進 

４ 職場における男女共同参画の実現-ポジティブ・アクションの推進- 

 （１） 職場における女性の参画の促進 

（２） ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）の推進 

（３） 職業能力開発の支援 

５ 農林水産業・商工自営業における男女共同参画の実現-経営への女性の参画促進- 

 （１） 経営への女性の参画促進 

（２） 起業支援の充実 

６ 地域における男女共同参画の実現-共に目指す安全・安心な社会- 

 （１） 市町村における男女共同参画の推進の支援 

（２） 地域活動における男女共同参画の促進 

（３） 高齢者，障害者，単身者等の自立支援 

（４） 国際的な視野及び「多文化共生」の視点の確立 

７ 東日本大震災からの復興・防災における男女共同参画の実現 

-助け合い・発展を実感できる社会- 

 （１） 防災及び復興計画の策定など,意思決定の場における女性の参画の推進 

（２） 男女共同参画の視点での防災意識の啓発及び安全・安心な暮らしの確保 

（３） 復興の担い手としての女性の力の活用 

 
  



－6－ 

男女共同参画の指標の推進状況一覧 

◆ 県行政の指標として達成を目指すこととしているもののみならず，県行政の男女共同参画社

会実現に向けた取組の中で，市町村，県民及び事業者との連携の結果として達成が期待され，

又は予測される数値をまとめたもの。 

 項   目 
計画策定値 

（平成 2７年度又は 

平成 2８年 4 月） 

平成３０年度又は 

平成３１年４月 

令和元年度又は 

令和２年４月 

目標・予測指標 

（令和２年度末） 

１ 県の審議会等委員における女性の割合 ３７．２％ ３９．１％ ３8．8％ ４５％ 

２ 
県の管理職に占める女性の割合（知事

部局） 
７．２％ ８．４％ 7．1％ １５％以上 

３ 
市町村の審議会等委員における女性の

割合 
２６．８％ ２７．７％ ２8．5％ ３０％ 

４ 
男女共同参画に関わる講座・イベント

の開催市町村の割合 
４５．７％ ６８．６％ ７７．１％ １００％ 

５ 

育児休業取得率 

※ 調査前年度中に本人（男性の

場合は配偶者）が出産し，調

査時点までに育児休業を開

始した者の割合 

男性  ４．９％ 

女性 ８９．８％ 

男性  １．９％ 

女性 ８８．５％ 

男性  ５．０％ 

女性 ７７．３％ 

男性  １０％ 

女性  ９０％ 

６ 保育所等利用待機児童数 
６３８人 

(うち仙台市213 人) 

６１３人 

(うち仙台市１３８人) 

５８３人※1 

(うち仙台市１２１人) 

待機児童を解消し， 

0人を維持 

７ 
男性にとっての男女共同参画セミナー

参加者 
５６人 

１３１人 

（累計２４１人） 

５７人 

（累計２９８人） 
４年間で４００人 

８ 
女性のチカラを活かすゴールド認証企

業数 
１５社 ２６社 ２７社 ３０社 

９ 家族経営協定締結数 ６８４経営体 ７２４経営体 ７２９経営体※2 ７００経営体 

10 
男女共同参画基本計画を策定した市町

村の割合 

市９２．３％ 

町村４０．９％ 

市 １００％ 

町村 ３８．１％ 

市 １００％ 

町村 42．9％ 

市１００％ 

町村７０％ 

11 みやぎの女性活躍促進サポーター ０人 

９市２町 

（累計９市３町） 

８９人 

（累計１３４人） 

９市４町村 

（累計１３市６町村） 

８４人 

（累計２１８人） 

全市町村に配置 

４年間で１００人達成 

12 
宮城県防災会議の委員に占める女性の

割合 
９．４％ １５．８％ １５．８％ ３０％ 

※１ 平成３１年４月１日現在（調査時点（令和２年４月１日）での最新公表数値） 

※２ 平成３１年３月３１日現在（調査時点（令和２年４月１日）での最新公表数値） 
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◆ 左記の指標に加えて，次の項目について把握し，広く男女共同参画の推進状況の参考とする

もの。 

 項   目 

計画策定値 

（平成２７年又は 

平成２８年 4 月現在） 

令和元年又は 

令和２年４月 

１ 

社会全体における男女の地位が平等と 

答えた割合 

（内閣府「男女共同参画に関する世論調査」） 

男性 ３０．０％ 

女性 １９．８％ 

（平成２４年，全国数値） 

男性 ２４．５％ 

女性 １８．４％ 

（令和元年，全国数値） 

２ 市町村の管理職に占める女性の割合 １８．６％ ２０．１％ 

３ 

ＤＶ事案 認知（相談等）件数 

・ みやぎ男女共同参画相談室 
・ 女性相談センター・県・市福祉事務所 
・ 警察本部 

みやぎ男女共同参画相談室：未集計 

女性相談センター・県・市福祉事務所 

：1,053 件 

警察本部：2,257 件 

みやぎ男女共同参画相談室：58 件 

女性相談センター・県・市福祉事務所 

：795 件 

警察本部：2,380 件 

４ 

小学校・中学校・高校の管理職に占める 

女性の割合 

※ 公立小学校・公立中学校は仙台市を含む 

※ 県立高等学校は県立特別支援学校を含む 

公立小学校 １９．４％ 

公立中学校 １１．１％ 

県立高等学校 ４．３％ 

公立小学校   ２１．４％ 

公立中学校   １４．２％ 

県立高等学校 １０．０％ 

５ 
家事・介護・看護・育児に係る生活時間 

（総務省「社会生活基本調査」） 

男性有業     1９分 

男性無業     ４４分 

女性有業  2 時間３０分 

女性無業  3 時間４９分 

（平成２３年，全国数値） 

男性有業     ２１分 

男性無業     ４４分 

女性有業  2 時間３１分 

女性無業  3 時間３８分 

（平成２８年，全国数値） 

６ 

企業の役職者に占める女性の割合 

（厚生労働省「賃金構造基本統計調査」 

／企業規模１００人以上） 

係長級以上の役職者 １１．９% 

部長級  ６．２％ 

課長級  ９．８％ 

係長級 １７．０％ 

（全国数値） 

係長級以上の役職者 １３．6％ 

部長級  ６．9％ 

課長級 １１．4％ 

係長級 １８．9％ 

（令和元年，全国数値） 

７ 
女性農業者起業数 

（年間販売金額 500 万円以上） 
９６件 ９３件 

８ 

宮城県内のハローワークへ新規求職者 

申込みをした女性の就職率 

（一般職業紹介状況のうち女性の就職件数  

／女性の新規求職者申込件数） 

※ 新規学卒関係除く。 

３５．１％ ３２．８％ 

９ 
自治会長（町内会長・区長に占める 

女性の割合 
４．２％ ４．９％ 

１０ 
女性消防団員がいる消防団の割合 

（宮城県消防協会） 
６１．９％ ８１．０％ 
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男女共同参画の推進に係る東北 6 県と全国の状況 

（令和２年４月１日現在，単位：％） 

 項   目 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 全 国 

１ 女性議員の状況（都道府県） ６．４ １４．６ １３．６ １１．６ ７．１ ８．６ １０．０ 

２ 女性議員の状況（市） １４．０ １２．０ １４．５ ８．９ １２．１ ９．０ １５．３ 

３ 女性議員の状況（町村） ５．１ １３．４ １０．７ ９．５ ８．９ ８．９ １０．１ 

４ 条例制定状況（都道府県） 有 有 有 有 有 有 
46 都道 

府県制定 

５ 条例制定状況（市町村） ５．０ １８．２ ３４．３ １６．０ ８．６ ２５．４ ３７．７ 

６ 計画策定状況（市町村） １００ ８７．９ ６５．７ ９６．０ ８５．７ ８１．４ ７８．２ 

７ 行政連絡会議設置状況（市町村） １５．０ ５５．５ ４５．７ ３６．０ ３４．３ ２２．０ ５１．２ 

８ 諮問機関等設置状況（市町村） ２２．５ ６６．７ ５４．３ ６０．０ ３４．３ ３５．６ ６０．０ 

９ 審議会等の女性登用（都道府県） ３３．５ ３７．８ ３８．８ ３４．２ ５１．７ ３６．３ ３７．１ 

10 審議会等の女性登用（市町村） ２０．４ ２３．９ ２８．５ ２３．８ ２２．５ ２１．５ ２９．４ 

11 
女性公務員の管理職登用状況 

（都道府県・知事部局） 
５．４ ６．２ ７．１ ６．３ １５．２ ７．７ ― 

12 
女性公務員の管理職登用状況 

（市町村） 
１３．３ １４．３ ２０．１ １６．４ １４．０ １２．５ １５．３ 

※ 「1・２・３ 女性議員の状況」の全国値は，平成３０年１２月３１日現在。その他の全国値は平成３１年４月１日現在。 

※ 「９ 審議会等の女性登用（都道府県）」は，女性登用目標の対象である審議会等における登用状況 

※ 「10 審議会等の女性登用（市町村）」は，地方自治法第 202 条の３に基づく審議会等（複数の市町村にまたがる広域

の審議会を除く。）及び同法第 180 条の５に基づく委員会等における登用状況 

※ 青森県の２，３の数値は令和元年１２月３１日現在。５，７，８，１０，１２は平成３１年４月１日現在。 

※ 岩手県の７～１２の数値は平成３１年４月１日現在。 

※ 秋田県の９の数値は平成３１年３月３１日現在。 

※ 山形県の２，３の数値は令和２年５月１日現在。５，７，８，１２は平成３１年４月１日現在。９，１０は平成３１年３

月３１日現在。 

※ 福島県の２，３，７～１２の数値は平成３１年４月１日現在。 

 

資料出所：共同参画社会推進課・内閣府調べ 
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推  進  体  制 

 項  目 取  組  の  概  要 

１．庁内推進体

制の整備 

・宮城県男女共同参画審議会の開催（令和元年７月２３日） 

宮城県における男女共同参画の現状及び施策について，調査審議を行った。 

・男女共同参画施策推進本部幹事会及び各部局主管課長会議（令和元年７月 

２５日）及び男女共同参画施策推進本部会議（令和元年８月５日）の開催 

「令和元年度宮城県における男女共同参画の現状及び施策に関する年次報告

＜宮城県男女共同参画基本計画の推進状況＞（案）」を諮り，原案どおり承認

を得た。 

・男女共同参画の現状及び施策に関する年次報告の公表（令和元年９月３日） 

宮城県男女共同参画基本計画の進捗状況について報告書を作成し，県議会に

報告し公表した。 

・宮城県男女共同参画審議会の開催（令和２年３月２５日） 

宮城県における男女共同参画の現状及び施策について，調査審議を行った。 

・職員向けホームページの運営 

庁内イントラネットに開設している「宮城県職員のための男女共同参画のペ

ージ」により，庁内の取組や仕事に役立つ情報などを提供した。 

 

２．市町村との

連携・協働 

・市町村男女共同参画推進進捗状況調査及び情報提供 

内閣府が毎年度実施している「地方公共団体における男女共同参画社会の形

成又は女性に関する施策の推進状況調査」と，「市町村の男女共同参画推進状

況調査」を実施し，その結果を市町村に情報提供した。 

・男女共同参画推進自治体担当者連絡会の開催（令和２年１月３０日） 

市町村における男女共同参画基本計画の策定と，市町村における男女共同参

画推進の取組の事例発表や意見交換を通して，自治体間の情報共有を実施し

た。 

３．NPO等各種

団体との連

携・協働 

・みやぎの女性活躍促進連携会議の開催及び事業の実施 

本体会議（１回）及び担当者会議（２回）を開催し構成する経済団体や各種

団体との連携を深めると共に，女性活躍推進に関する事業を実施した。 

・宮城県各種女性団体連絡協議会への支援 

県内各種女性団体の相互の連携と女性の地位向上を図るため，宮城県各種女

性団体連絡協議会が行う事業への支援を行った。 

・みやぎイクボス同盟との連携 

男性も女性も誰もが働きやすい職場環境づくりを進めるために設立したイク

ボス（部下のワーク・ライフ・バランスを考えつつ，組織の業績も結果を出

し，また，自らも仕事と私生活を楽しむことができる上司）のネットワーク

の中で，勉強会や情報交換会を実施し，加盟団体と連携を図った。 

・各種情報提供，男女共同参画に関する講演会等への後援 

女性団体・グループ等へ男女共同参画に関する各種資料及び情報の提供等を

行ったほか，男女共同参画に関する講演会等の行事に対して後援を行った。 
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４．県民・事業

者との連携 

・職場におけるポジティブ・アクションの推進 

一定の基準を満たす企業を「女性のチカラを活かす企業」として認証し，認

証書と認証マークを交付する等のインセンティブを付与して働きかけた。 

令和元年度末の認証数は３０８社で，そのうち県の入札参加登録審査におけ

る評点付与の前提となる確認書の交付数は２４０件となっている。 

また，認証時のポイントが高い企業２７社をゴールド認証企業としている。 

・「女性のチカラは企業の力」普及推進シンポジウムを開催 

宮城県中小企業団体中央会及びみやぎの女性活躍促進連携会議と共催し，連

携協定に基づき第一生命保険㈱の協力を得て開催し，「いきいき男女・にこに

こ子育て応援企業」知事表彰のほか，企業の取組を周知するとともに，基調

講演等を行い，女性の活躍を推進するための意識啓発を行った。 

 

５．男女共同参

画に関する

相談・苦情

の適切な処

理 

・男女共同参画に関する相談業務の実施（みやぎ男女共同参画相談室） 

夫婦関係，職場環境，配偶者・パートナーからの暴力，セクシュアル・ハラ

スメントを含む様々な悩みを対象とし，男性からの相談も受け付けた。また， 

女性弁護士による法律相談を月１回（第 4 木曜日），LGBT（性的マイノリテ

ィ）相談を月 2 回（第２・４火曜日）実施した。 

 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 

一般相談件数 １，０３７件 １，０９４件 １，００７件 

法律相談件数 ２９件 ４０件 ２８件 

男性相談件数 ８８件 ９６件 １０９件 

LGBT 相談件数 ４０件 ９１件 ５４件 

 

・男女共同参画に関する苦情受付 

行政・制度等に対する苦情の受付・対応に際し，県政相談室（県民サービス

センター）や県女性相談センター，警察本部，法務局，宮城労働局雇用環境・

均等室等の既存の相談機関との有機的連携を図りながら，緊密な情報交換及

び事案の処理・解決に努めた。 

 

 

 











 
 
 

 
 
 
 

















 









 
 

 







 



 









 





 





 





















 

 

 

 





 









































































 

 

 

 

 

 

 

第４部  市町村における男女共同参画の取組状況 

 





����



����

�������	
������������������



����

�������	
��������������������



����

�������	
��������������������



  

����

�������	
����������������������



  

����

�������	
����������������������



����

�������	
�����������



   

����

�������	
�������������



  

����

�������	
������



  

����

������������	
������������	
�����������



  

����

������������	
�����������������������



  

����

������������	
���������	
�������
�����������



����

�������������	
����������	
����������������



����

  



����



6   

����

�������������	
�����
����	
�����������



6   0 0 0

����

�������������	
�����
����	
�����������



  

����

�������	
������
����



  

�����

�������	
���



  

�����

�������	
����������



  

�����

�������	
������������



  

�����

�������	
����������������



  

�����

�������	
�����



  

�����

��������������



�����



�����



  











 









  

 
 






	本文
	
	空白ページ

	
	空白ページ


	空白ページ



